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鹿児島県

（※については例規集登載事項）
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告 示

○被災者生活再建支援法に基づく自然災害の認定 （社会福祉課取扱い）１

鹿児島県告示第1113号

徳之島町，天城町，伊仙町及び与論町の区域内において発生した平成30年９月29日からの台

風第24号災害を被災者生活再建支援法（平成10年法律第66号）の対象となる自然災害とする。

平成30年12月14日

鹿児島県知事 三反園訓
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